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第２章 環境の概要 
 
第１節 大気の状況 

１ 概要 

大気汚染物質は、主として工場・事業場等の固定発生源及び自動車等の移動発生源から排出され

ており、二酸化硫黄（SOx）、二酸化窒素（NOx）、一酸化炭素（CO）、光化学オキシダント（Ox）
及び浮遊粒子状物質（SPM）の 5 物質に環境基準が、非メタン炭化水素（NMHC）に光化学オキ
シダントの生成防止のための大気中環境濃度の指針値が設定されています。 
また、低濃度であっても継続的に摂取される場合、人の健康を損なうおそれがある物質（有害大

気汚染物質）として、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、及びジクロロメタ

ンの 4物質に環境基準が、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及びその化合物、並びに
ニッケル化合物の 4物質に健康リスクの低減を図るための指針となる数値（指針値）が設定されて
います。 
平成 17 年度の一般環境大気測定局における環境基準の達成状況は、二酸化硫黄及び二酸化窒素

は環境基準を全ての局で達成していました。浮遊粒子状物質については、短期的評価で櫛浜支所、

周南市役所及び浦山送水場において、環境基準を達成していません。光化学オキシダントについて

は、全測定局（周南市役所、新南陽公民館）で達成していません。非メタン炭化水素についても、

全測定局（周南市役所、新南陽公民館）で指針値を達成していません。 
自動車排出ガス測定局の辻交差点では、一酸化炭素は環境基準を達成していましたが、二酸化窒

素、浮遊粒子状物質の短期的評価において達成しておらず、非メタン炭化水素においても指針値を

達成していません。 
また、pH5.6以下の酸性雨は、全国的に確認されており、周南市では、臨海部コンビナート地域

を除いた地域で確認されています。 
大気汚染物質環境質は、昭和 40～50 年代にかけて改善がみられていましたが、近年は、ほぼ横

ばいで推移しています。 
全国的にも環境基準の達成局数が少ない光化学オキシダント及び浮遊性粒子状物質については、

原因物質のひとつである揮発性有機化合物（VOC：volatile organic compounds）の排出抑制を図
るため、大気汚染防止法の一部を改正する法律（平成 16年法律第 56号）が平成 16年 5月 26日
に公布され、平成 17年 6月 1日に一部施行され、さらに、全面的な大気汚染防止法改正による規
制が、平成 18年 4月 1日に施行され、これによる改善効果が期待されるところです。 
二酸化窒素については、自動車の排出ガス対策が必要な状況です 
苦情については、発生源がコンビナートに関するものは少なく、近所での畑や庭先での野焼きに

よるものが多くなっています。 
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２ 環境基準等の達成状況 

市内には、一般環境中の大気汚染の状況について 5局、また自動車による大気汚染の状況につい
て 1局の測定局で、山口県がテレメーターシステムにより常時監視しています。また、測定してい
る大気常時監視データ（速報値）は、「大気汚染物質広域監視システム（愛称：そらまめ君）

http://w-soramame.nies.go.jp/」によりリアルタイムに収集され、インターネット等で公開すると
ともに携帯電話で情報提供されています。 
これらの常時監視地点は、表２－１－１、表２－１－２、図２－１－１、及び図２－１－２に示

すとおりです。 
 

 
 
表２－１－１ 一般環境大気測定局一覧 

（一般局） 

測定項目 

気象 地
点
番
号 

測定局 
用途 

地域※ 
所在地 

設置

年度

二
酸
化
硫
黄 

二
酸
化
窒
素 

浮
遊
粒
子
状
物
質 

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト 

炭
化
水
素 

風
向
・
風
速 

温
度
・
湿
度 

日
射
放
射
収
支 

1 櫛浜支所 商業 大字櫛ヶ浜 458 S44 ● ● ●   ●   
2 徳山商工高校 住居 周陽３丁目 1 S45 ● ● ●   ●   
3 周南市役所 商業 岐山通１丁目 1 S42 ● ● ● ● ● ● ● ● 
4 浦山送水場 住居 川崎３丁目 3-6 S46 ● ● ●   ●   
5 新南陽公民館 商業 中央町 4-10 S44 ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

表２－１－２ 自動車排出ガス測定局一覧 

（自排局） 

測定項目 

気
象 

地
点
番
号 

測定局 
用途 

地域※ 
所在地 

設置

年度

二
酸
化
窒
素 

一
酸
化
炭
素 

浮
遊
粒
子
状
物
質 

炭
化
水
素 

風
向
・
風
速 

6 辻交差点 商業 大字徳山 5818-31 S53 ● ● ● ● ● 
 

※ 用途地域 

  準工：準工業地域、商業：商業地域、住居：住居地域、工専：工業専用地域、区域外：都市計画区域外の地域 
「都市計画法」（昭和 43年法律第 100号）第 8条に定める地域の用途区分を示す。 
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図２－１－１ 大気測定局位置図（市全体） 

 
 

図２－１－２ 大気測定局位置図（臨海部） 

      
 



 

 - 5 -

平成 17年度の大気汚染物質の環境基準等の達成状況は、表２－１－３に示すとおりです。 
二酸化硫黄及び二酸化窒素は全局で環境基準を達成していましたが、浮遊粒子状物質の短期的評

価においては、3 局（櫛浜支所、周南市役所、浦山送水場）で、光化学オキシダントにおいては 2
局（周南市役所、新南陽公民館）で、環境基準を達成していませんでした。また、非メタン炭化水

素については 2局（周南市役所、新南陽公民館）で、指針値を達成していませんでした。 
自動車による大気汚染の状況については、表２－１－４に示すように、一酸化炭素の環境基準は

達成していますが、二酸化窒素、浮遊粒子状物質の短期的評価は環境基準を達成していませんでし

た。また、非メタン炭化水素についても、指針値を達成していませんでした。 
 
表２－１－３ 環境基準等達成状況 

二酸化硫黄 浮遊粒子状物質

地
点
番
号 

測定局 
長
期
的
評
価 

短
期
的
評
価 

二
酸
化
窒
素 

長
期
的
評
価 

短
期
的
評
価 

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト 

非
メ
タ
ン
炭
化
水
素 

1 櫛浜支所 ○ ○ ○ ○ × － － 
2 徳山商工高校 ○ ○ ○ ○ ○ － － 
3 周南市役所 ○ ○ ○ ○ × × × 
4 浦山送水場 ○ ○ ○ ○ × － － 
5 新南陽公民館 ○ ○ ○ ○ ○ × × 

達成局数／全測定局数 5/5 5/5 5/5 5/5 2/5 0/2 0/2 

○：環境基準等達成 ×：環境基準等超過 －：該当なし 

非メタン炭化水素については、国の指針値の達成状況を示す。 

 

表２－１－４ 環境基準等達成状況 

浮遊粒子状物質 

地
点
番
号 

測定局 

二
酸
化
窒
素 

一
酸
化
炭
素 

長
期
的
評
価 

短
期
的
評
価 

非
メ
タ
ン
炭
化
水
素 

6 辻交差点 × ○ ○ × × 

達成局数／全測定局数 0/1 1/1 1/1 0/1 0/1 

○：環境基準等達成 ×：環境基準等超過 

非メタン炭化水素については、国の指針値の達成状況を示す。 
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(1) 二酸化硫黄（ＳＯ2） 

二酸化硫黄は、工場・事業場、船舶、自動車（ディーゼル車）から、硫黄分を含む石油や石炭

などの化石燃料の燃焼に伴って発生します。人体に対して呼吸器系疾患の原因となるほか、酸性

雨の原因となりうることも知られています。 

平成 17 年度の測定結果は、表２－１－５、図２－１－３に、経年変化は図２－１－４に示す

とおりです。 

全ての測定局で長期的・短期的評価とも環境基準を達成しています。 

各測定局の年平均値は 0.003～0.006 ppm であり、近年は、ほぼ横ばいで推移しています。 
 
表２－１－５ 二酸化硫黄測定結果 

有 効 

測 定 

日 数 

測 定 

時 間 
年平均値

1 時間値

が 0.1ppm

を超えた

時 間 数

日平均値が

0.04p pm

を超えた

日 数

１時間値

の最高値

日平均値

の 2 ％

除 外 値

日平均値が

0.04ppm を

超えた日が

2 日以上連

続したこと

の 有 無

 

区 分 

 

 

 

 

調査地点 
日 時間 ppm 時間 日 ppm ppm 有×・無○

櫛浜支所 363 8,642 0.004 0 0 0.035 0.009 ○ 

徳山商工高校 361 8,631 0.003 0 0 0.034 0.007 ○ 

周南市役所 365 8,713 0.006 0 0 0.039 0.013 ○ 

浦山送水場 363 8,643 0.003 0 0 0.060 0.009 ○ 

新南陽公民館 362 8,642 0.003 0 0 0.044 0.007 ○ 

 出典：「環境白書 参考資料集」山口県環境生活部 
 
図２－１－３ 二酸化硫黄の月別測定値（月平均値） 
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図２－１－４ 二酸化硫黄の推移（年平均値） 
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(2) 二酸化窒素（ＮＯ2） 

二酸化窒素は、物の燃焼により発生した窒素酸化物(ＮＯx)が大気中で酸化されて生成するも

ので、窒素酸化物のほとんどは、工場等の固定発生源と自動車等の移動発生源から排出されてい

ます。ＮＯx は、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質、酸性雨の原因物質となり、特に二酸化

窒素(ＮＯ2)は高濃度で呼吸器を刺激し、好ましくない影響を及ぼすおそれがあります。 

平成 17 年度の測定結果は、表２－１－６、図２－１－５に、経年変化は図２－１－６に示すと

おりです。 

全ての一般環境大気測定局では環境基準を達成していますが、自動車排出ガス測定局では環境

基準を達成していません。自動車による影響が大きいと考えられます。 

各測定局の年平均値は、0.015～0.041 ppm であり、近年はほぼ横ばいで推移していますが、
自動車排出ガス測定局である辻交差点では、やや増加傾向にあります。 

表２－１－６ 二酸化窒素測定結果 

有効 

測定 

日数 

測 定 

時 間 

年 平 

均 値 

1 時間

値 の

最高値

1 時間
値 が

0.2ppm
を 

超 えた

時間数

1時間値

が 0.1ppm

以上 0.2

ppm 以下

の時間数

日 平 均

値 が

0.06ppm

を 

超 え た

日 数

日平均値
が  0.04

ppm 以上

0.06ppm

以 下 の

日 数

日平均

値 の

年 間

98％値

98％値評

価による

日平均値

が 0.06 

ppm を超

えた日数

 

区 分 

 

 

 
 
調査地点 日 時間 ppm ppm 時間 時間 日 日 ppm 日 

櫛浜支所 363 8,641 0.018 0.082 0 0 0 0 0.033 0 

徳山商工高校 360 8,620 0.020 0.090 0 0 0 5 0.038 0 

周南市役所 363 8,644 0.020 0.100 0 1 0 12 0.041 0 

浦山送水場 348 8,328 0.018 0.096 0 0 0 5 0.037 0 

新南陽公民館 363 8,648 0.015 0.093 0 0 0 0 0.031 0 

辻交差点 363 8,652 0.041 0.167 0 160 34 165 0.071 27 

 出典：「環境白書 参考資料集」山口県環境生活部 

 

図２－１－５ 二酸化窒素の月別測定値（月平均値） 
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図２－１－６ 二酸化窒素の推移（年平均値） 
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 (3) 一酸化炭素 

一酸化炭素は、主に炭素を含む物の不完全燃焼により発生し、その主要発生源は、自動車の排

出ガスです。 

平成 17 年度の測定結果は、表２－１－７、図２－１－７に、経年変化は図２－１－８に示すと

おりです。 

自動車排出ガス測定局の辻交差点１局で測定しており、環境基準を達成しています。 

年平均値は、0.6 ppm で近年は、減少傾向で、環境基準を達成している状態が続いています。 

 

 
 
表２－１－７ 一酸化炭素測定結果 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 
年平均値

８時間値が 

20ppm を 

超えた回数 

とその割合 

日平均値が 

10ppm を 

超えた日数 

とその割合 

１時間

値の 

最高値

日平均 

値の 

2% 

除外値 

日平均値が

10ppm を超えた

日が 2日以上連

続したことの有

無 

 

区分 

 

 

調査地点 

日 時間 ppm 日 % 日 ％ ppm ppm 有×・無○ 

辻交差点 359 8,563 0.6 0 0 0 0 3.1 1.0 ○ 

 出典：「環境白書 参考資料集」山口県環境生活部 

 
 
図２－１－７ 一酸化炭素の月別測定値（月平均値） 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

辻交差点

(ppm)

 
 

 

図２－１－８ 一酸化炭素の推移（年平均値） 
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(4) 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

大気中の粒子状物質は、「降下ばいじん」と「浮遊粉じん」に大別され、さらに浮遊粉じんは、
環境基準の設定されている浮遊粒子状物質とそれ以外に区別されます。浮遊粒子状物質は微小な
ため大気中に長時間滞留し、肺や気管等に沈着して高濃度で呼吸器に悪影響を及ぼすおそれがあ
ります。浮遊粒子状物質には、発生源から直接大気中に放出される一次粒子と、硫黄酸化物(Ｓ
Ｏx）、窒素酸化物（ＮＯx）、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）等のガス状物質が大気中で粒子状物質
に変化する二次生成粒子があります。一次粒子の発生源には、工場等から排出されるばいじんや、
ディーゼル排気粒子（ＤＥＰ）等の人為的発生源と、黄砂や土壌の巻き上げ等の自然発生源があ
ります。 
平成 17 年度の測定結果は、表２－１－８、図２－１－９に、経年変化は図２－１－１０に示す
とおりです。長期的評価では、全ての測定局で環境基準を達成していますが、一般環境大気測定
局 5 局のうち、3 局（櫛浜支所、周南市役所、浦山送水場）では短期的評価が環境基準を達成し
ていません。自動車排出ガス測定局の辻交差点でも、短期的評価のみが環境基準を達成していま
せん。 
各測定局の年平均値は、0.025～0.033 mg／m3であり、近年は、ほぼ横ばいで推移しています。 

表２－１－８ 浮遊粒子状物質測定結果 

有 効 

測 定 

日 数 

測 定 

時 間 
年平均値

1時間値が

0.20㎎/ 

を超えた

時 間 数

日平均値が

0.10㎎/ 

を超えた

日 数

１時間値

の最高値

日平均値

の２％ 

除 外 値

日平均値が
0.10 ㎎/ 
を超えた日
が 2日以上
連続したこ
と の 有 無

 

区分 

 

 

 

調査地点 日 時間 ㎎/  時間 日 ㎎/  ㎎/  有×・無○

櫛浜支所 365 8,720 0.032 3 1 0.284 0.072 ○ 

徳山商工高校 354 8,585 0.027 0 0 0.158 0.061 ○ 

周南市役所 360 8,623 0.031 4 1 0.300 0.073 ○ 

浦山送水場 361 8,637 0.030 8 2 0.432 0.068 ○ 

新南陽公民館 365 8,716 0.025 0 0 0.162 0.060 ○ 

辻交差点 365 8,726 0.033 2 0 0.342 0.073 ○ 

 出典：「環境白書 参考資料集」山口県環境生活部 

図２－１－９ 浮遊粒子状物質の月別測定値（月平均値） 
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図２－１－１０ 浮遊粒子状物質の推移（年平均値） 
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(5) 光化学オキシダント 

光化学オキシダントとは、工場・事業場や自動車から排出される窒素酸化物(ＮＯx)や揮発性

有機化合物（ＶＯＣ）を主体とする一次汚染物質が、太陽光線の照射を受けて光化学反応により

二次的に生成されるオゾンなどのことであり、いわゆる光化学スモッグの原因となっている物質

です。光化学オキシダントは強い酸化力をもち、高濃度では眼やのどへの刺激や呼吸器に影響を

及ぼすおそれがあり、農作物などにも影響を与えます。 

光化学オキシダントについては、「1 時間値が 0.06 ppm 以下であること」という環境基準が設

定されています。光化学オキシダント濃度の 1 時間値が 0.12 ppm 以上で、気象条件からみてそ

の状態が継続すると認められるときは、「大気汚染防止法」の規定によって、都道府県知事等が

光化学オキシダント注意報を発令し、報道、教育機関等を通じて、住民、工場・事業場等に対し

て情報の周知徹底を迅速に行うとともに、ばい煙の排出量の減少または自動車の運行の自主的制

限について協力を求めることになっています。 

平成 17 年度の測定結果は、表２－１－９、図２－１－１１に、経年変化は図２－１－１２に示

すとおりです。2局ともに環境基準を達成していませんでした。 

各測定局の昼間値の年平均値は、0.031～0.034 ppm で、近年は、微増傾向で、環境基準を達成

していない状況が続いています（昼間とは 5時から 20時までの時間帯）。 

 
表２－１－９ 光化学オキシダント調査結果 

昼間 

測定 

日数 

昼 間 

測 定 

時 間 

昼間の 1

時間値の

年平均値

昼間の 1時間値が

0.06ppm を超えた

日数と時間数 

昼間の 1時間値が

0.12ppm を超えた

日数と時間数 

昼 間 の

１時間値

の最高値

昼間の日

最高１時

間値の年

平 均 値 

 

区分 

 

 

調査地点 
日 時間 ppm 日 時間 日 時間 ppm ppm 

周南市役所 365 5,428 0.031 90 372 0 0 0.112 0.049 

新南陽公民館 365 5,407 0.034 109 497 2 4 0.126 0.053 

 出典：「環境白書 参考資料集」山口県環境生活部 

 

図２－１－１１ 光化学オキシダントの月別測定値（月平均値） 
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図２－１－１２ 光化学オキシダントの推移（年平均値） 
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(6) 非メタン炭化水素（ＮＭＨＣ） 

非メタン炭化水素とは、水素原子(Ｈ)と炭素原子(Ｃ)とからなる各種の炭化水素の中から、光

化学反応性が無視できるメタン（ＣＨ4）を除いた炭化水素の総称です。 

炭化水素は、窒素酸化物(ＮＯx)とともに、太陽の紫外線により光化学反応を起こして光化学

オキシダント(Ｏx)に変質し、光化学スモッグを発生させる原因物質とされていますが、光化学

スモッグ対策としては、各種の炭化水素の中から、量的に多く、かつ、光化学反応性が無視でき

るメタンを除外して、光化学反応性が高い炭化水素を規制・監視する必要があります。非メタン

炭化水素の主な発生源は、塗装施設、ガソリンスタンド、化学プラント及び自動車です。 

非メタン炭化水素には環境基準が設定されていませんが、光化学スモッグの発生防止対策とし

ての国の指針値があります。 

平成 17 年度の測定結果は、表２－１－１０、図２－１―１３に、経年変化は図２－１－１４に

示すとおりです。一般環境大気測定局２局、自動車排出ガス測定局１局ともに指針値を達成して

いませんでした。各測定局の 6～9時における年平均値は、0.15～0.26 ppmC で近年は、ほぼ横ば

いで推移しており、指針値を達成していない状況が続いています。 

 
表２－１－１０ 非メタン炭化水素測定結果 

6～9時 

3 時間平均値 昼 間 

測 定 

時 間 

年 

平均値 

6～9時に

おける 

年平均値

6～9時

測定 

日数 最高値 最低値

6～9時 3時間 

平均値が 

0.20ppmC を 

超えた日数と 

その割合 

6～9時 3時間 

平均値が 

0.31ppmC を 

超えた日数と 

その割合 

 

区分 

 

 

調査地点 

時間 ppmC ppmC 日 ppmC ppmC 日 % 日 % 

周南市役所 8,647 0.17 0.22 361 0.84 0.05 135 37.4 76 21.1 

新南陽公民館 8,412 0.12 0.15 337 0.70 0.04 61 18.1 24 7.1 

辻交差点 8,498 0.19 0.26 355 0.78 0.07 198 55.8 112 31.5 

 出典：「環境白書 参考資料集」山口県環境生活部 

図２－１－１３ 非メタン炭化水素の月別測定値（月平均値） 
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図２－１－１４ 非メタン炭化水素の推移（年平均値） 
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(7) 有害大気汚染物質 

有害大気汚染物質とは、大気中の濃度が低濃度であっても人が長期的に暴露された場合には健康

影響が懸念される（長期毒性を有する）物質のことをいいます。 
山口県は、ポイントのひとつとして周南市役所で有害大気汚染物質モニタリング調査を実施して

おり、大気汚染防止法で有害大気汚染物質と指定された 22 物質のうち、測定法が確立している 19

物質の測定が行われています。そのうち、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、

ジクロロメタンは環境基準が定められており、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀およ

びその化合物、ニッケル化合物は指針値が設定されています。 
平成 17 年度は、環境基準または指針値がある物質全てにおいて、環境基準等を達成しています。 
近年においては、図２－１－１６に示すように、ベンゼンが平成 10 年度においてのみ環境基準

を超えており、その他においては環境基準等を達成している状況が続いています。 

表２－１－１１に示すように、平成 17 年度の全国平均と比較すると、周南市役所の平成 17 年度

値は、塩化ビニルモノマー、ニッケル化合物、1,2-ジクロロエタンの物質が高い値を示しています。

その他に関しては、全国平均並みの値を示しています． 

 
図２－１－１５ 環境基準または指針値のある有害大気汚染物質の月別測定値 
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図２－１－１６ 環境基準または指針値のある有害大気汚染物質の推移（年平均値） 
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表２－１－１１ 有害大気汚染物質モニタリング調査結果（平成 17年度） 

（単位：μg／m3） 

区分 周南市役所 1) 環境基準等 
達成状況 2) 

環境基準 
または 
指針値 

全国平均 3) 
（範囲） 

ベンゼン 1.3 ○ 環境基準 
3以下 

1.7 
(0.47～3.7) 

トリクロロエチレン 0.24 ○ 環境基準 
200以下 

0.75 
(0.0045～15) 

テトラクロロエチレン 0.17 ○ 環境基準 
200以下 

0.28 
(0.0040～2.5) 

ジクロメタン 0.66 ○ 環境基準 
150以下 

2.1 
（0.11～22） 

アクリロニトリル 0.19 ○ 指針値 
2以下 

0.10 
（0.0075～2.0） 

塩化ビニルモノマー 0.58 ○ 指針値 
10以下 

0.069 
(0.0017～2.4) 

水銀及びその化合物 0.0023 ○ 指針値 
0.04以下 

0.0023 
(0.00069～0.0050) 

ニッケル化合物 0.012 ○ 指針値 
0.025以下 

0.0053 
(0.00090～0.038) 

1,3-ブタジエン 0.34 － － 0.22 
(0.0054～1.7) 

クロロホルム 0.32 － － 0.32 
(0.032～39) 

1,2-ジクロロエタン 0.74 － － 0.13 
(0.0045～2.7) 

マンガン及びその化合物 0.023 － － 0.033 
(0.0029～0.240) 

ベリリウム 
及びその化合物 0.000025 － － 0.000042 

(0.0000018～0.001) 

クロム及びその化合物 0.013 － － 0.0069 
（0.00020～0.081） 

ヒ素及びその化合物 0.0030 － － 0.0019 
(0.00023～0.018) 

ホルムアルデヒド 2.7 － － 3.2 
(0.28～11) 

アセトアルデヒド 3.6 － － 2.8 
(0.38～6.7) 

ベンゾ[a]ピレン 0.00022 － － 0.00030 
(0.000015～0.0023) 

酸化エチレン 0.072 － － 0.093 
（0.0077～0.52） 

1) 「環境白書 参考資料集」山口県環境生活部 

2) ○：環境基準等達成 ×：環境基準等超過 －：該当なし 

3) 「平成 17年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査結果について」環境省 



 

 - 14 -

図２－１－１７ 環境基準および指針値のない有害大気汚染物質の月別測定値 
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図２－１－１８ 環境基準および指針値のない有害大気汚染物質の推移（年平均値） 
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 ※ ベンゾ[a]ピレン、酸化エチレンは平成 11年度値に対する比率です。 
 
＜環境基準が定められている物質＞ 
環境基準とは、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基

準」のことで、環境基本法で定められています。 
有害大気汚染物質の環境基準は、長期間の曝露による健康影響を考えて設定しているため、環境

基準を超えていても今すぐに健康に影響が現れることはありません。大気環境基準は、人が該当す

る物質を取り込んだ際の発がん性リスクから、「生涯にわたってその値のベンゼンを取り込んだ場

合に、取り込まなかった場合と比べて 10 万人に 1 人の割合でがんに発祥する人が増える水準」と
して設定されたものです。なお、環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活して

いない地域又は場所については適用されないことになっています。 
＜指針値が設定されている物質＞ 
指針値は、「有害性評価に係るデータの科学的信頼性において制約がある場合も含めて検討され

た、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値であり、現に

行われている大気モニタリングの評価にあたっての指標や、事業者による排出抑制努力の指標とし

ての機能を果たすことが期待できるもの」として、中央環境審議会第七次答申（平成 15年 7月）
を受けて国が設定しました。なお、指針値は、現段階では「有害性評価に係るデータの科学的信頼

性」が不十分であっても、大気モニタリングや事業者の排出抑制の指標として設定されたもので、

環境基準とは区別されています。図２－１－１７、１８に環境基準および指針値のない有害大気汚

染物質の月別、年度別推移を示しております。
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表２－１－１２ 有害大気汚染物質の用途等 

有毒性 
物質名 主な用途 

一般毒性 発がん性 

IARC 
発がん性 
評価 1) 

ベンゼン 広範囲の化学工業製品の合成原

料・抽出溶剤 
中枢神経作用、皮膚・

粘膜刺激・骨髄毒性 
白血病 

1 

トリクロロエチレ

ン 
金属加工品等の洗浄剤・溶剤 中枢神経作用、肝臓障

害、粘膜障害 
発がん、催奇

形性 
2A 

テトラクロロエチ

レン 
ドライクリーニング、洗浄剤、溶

剤 
中枢神経作用、肝臓障

害、腎臓障害 
肺がん、変異

原性 
2A 

ジクロロメタン 洗浄剤、溶剤、ウレタン発泡補助

剤、塗料剥離剤 
中枢神経障害、皮膚・

粘膜刺激 
発がん、変異

原性 
2B 

アクリロニトリル 合成繊維、合成ゴム、接着剤、ABS
樹脂の原料、塗料 

神経系障害、 
皮膚、粘膜刺激 

肺がん、 
催奇形性 

2B 

塩化ビニルモノマ

ー 
ポリ塩化ビニル等の原料 肝臓障害、 

皮膚障害、骨溶解 
肺血管肉腫 

1 

水銀 
及びその化合物 

蛍光灯、アマルガム、合成化学用

触媒 
中枢神経障害、腎臓障

害 
発がん、催奇

形性 
3 

ニッケル化合物 特殊鋼原料、メッキ、電池、触媒 鼻炎、副鼻腔炎、鼻中
隔穿孔、喘息 

肺がん、鼻腔

がん 
1 

1,3-ブタジエン 合成ゴム原料、ABS樹脂 眼・粘膜障害 発がん、催奇

形性 
2A 

クロロホルム フッ素樹脂製造、医薬品（麻酔・

消毒剤） 
麻酔作用、肝臓・心

臓・腎臓障害 
発がん、催奇

形性 
2B 

1,2-ジクロロエタン 塩化ビニルモノマー原料、有機溶
剤、合成樹脂原料 

中枢神経障害、肺浮

腫、肺障害 
発がん 

2B 

マンガン 
及びその化合物 

特殊鋼・アルミ等非鉄金属添加剤 中枢神経障害、呼吸器

障害 
発がん、変異

原性 
― 

ベリリウム 
及びその化合物 

銅合金、原子力工業 肺障害 発がん 
1 

六価クロム化合物 耐火煉瓦、染色、金属表面処理 皮膚・粘膜腐食作用 肺・鼻腔・副

鼻腔がん 
1 

ヒ素 
及びその化合物 

木材腐食防腐剤、農薬用化学薬

品、ガラス、半導体製造 
皮膚障害、消化器官系

障害、肝臓障害 
皮膚・肺・肝

臓がん 
1 

ホルムアルデヒド フェノール・尿素・メラミン系樹

脂原料、有機合成原料 
皮膚・眼・粘膜刺激 鼻腔・副鼻腔

がん 
2A 

アセトアルデヒド 酢酸・エチルアルコール等の原

料、魚の防腐剤 
気管支障害、 
肺浮腫、麻酔作用 

変異原性、 
催奇形性 

2B 

ベンゾ[a]ピレン 石油や石炭等の不完全燃焼によ

って発生する 
－ 発がん 

2A 

酸化エチレン 有機合成原料、界面活性剤、燻蒸

剤、殺菌剤 
皮膚粘膜刺激、中枢末

梢神経障害 
白血病、変異

原性 
1 

1) IARC（国際がん研究機関）発がん性評価 
1 人に対して発がん性を示す物質 
2 人に対して発がん性を示す可能性のある物質 
 2A 可能性の高い（probably）物質 
 2B 可能性の低い（possibly）物質 
3 人に対して発がん性を評価するには十分な証拠がえられていない物質 

 


